
　
昨
年
は
、
各
自
治
会
や
婦
人
会
な
ど
、
約
３
，
５
０
０

人
が
参
加
し
、
市
内
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
約
５
ト
ン
も
の

ご
み
を
み
な
さ
ん
の
協
力
で
回
収
し
ま
し
た
。

　
清
掃
な
ど
の
美
化
活
動
は
、
環
境
を
守
る
た
め
に
み
ん

な
で
出
来
る
身
近
な
活
動
で
す
。

　
ぜ
ひ
、
美
化
活
動
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
み
な
さ
ん
で
多
久
市
を
き
れ
い
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
多
久
市
の
し
尿
処
理
手
数
料
は
平
成
10
年
に
改
定
後
18
年
が
経
過
し
て
い

ま
す
。

　
現
在
、
く
み
取
り
に
よ
る
し
尿
処
理
は
、
公
共
下
水
道
等
の
整
備
が
進
み
、

収
集
量
が
減
少
し
た
こ
と
で
、物
品・車
輌
等
処
理
経
費
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
処
理
費
用
に
見
合
っ
た
し
尿
処
理
手
数
料
と
な
る
よ
う
、
今
回
改

定
し
ま
し
た
。
ま
た
個
人
情
報
保
護
（
世
帯
人
員
把
握
困
難
）
等
の
理
由
か

ら
定
額
制
を
廃
止
し
ま
す
。

　
今
後
も
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
生
活
環
境
向
上
に
努
め
て
い
き
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
し
尿
処
理
手
数
料
一
覧

改
定
後

改
定
前

制量従

１８
ℓ
に
つ
き

（
１８
ℓ
未
満
は
１８
ℓ
で
計
算
）

１
８
６
円

【
２
０
０
円（
税
込
）】

１８
ℓ
に
つ
き

（
１８
ℓ
未
満
は
１８
ℓ
で
計
算
）

１
７
０
円
【
１
８
３
円（
税
込
）】

制額定

廃　

止

１
世
帯
／
月

２
８
８
円

【
３
１
１
円（
税
込
）】

世
帯
員
１
人
／
月

２
６
８
円

【
２
８
９
円（
税
込
）】

月
１
回
を
超
え
る

場
合
／
回

５
５
６
円

【
６
０
０
円（
税
込
）】

便
層
構
造
が
相
当
量
の
水
を
必
要
と
す
る
も
の

は
世
帯
員
１
人
当
り
の
金
額
を
加
算

◎ 

対
象
は
、
多
久
市
全
域
約
３
，６
０
０
世
帯
（
内
、
定
額
制
世
帯
約
３
６
０

世
帯
）

◎ 

委
託
業
者
を
通
じ
て
、
対
象
世
帯
に
４
月
〜
５
月
中
に
改
定
内
容
通
知
チ

ラ
シ
配
布

～
６
月
の
く
み
取
り
分
か
ら
適
用
し
ま
す
～

inform
ation 

市
民
生
活
課

inform
ation 

市
民
生
活
課

▼
問
い
合
わ
せ　
市
民
生
活
課 

生
活
環
境
係　
☎
75

−

６
１
１
７

し
尿
処
理
手
数
料
の
改
定

６
月
５
日
㈰
は
県
内
一
斉
「
ふ
る
さ
と
美
化
活
動
」
の
日

み
ん
な
で
多
久
市
を
き
れ
い
に
し
よ
う
！

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
す

　
母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
や
、父
子
家
庭
の
お
父
さ
ん
が
、就
職
の
際
に
有
利
な
資
格
を
取
得
す
る
た
め
、

ま
た
修
業
期
間
中
の
生
活
の
負
担
を
軽
減
す
る
目
的
で
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。
制

度
改
正
に
よ
り
支
給
期
間
等
が
次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

■
支
給
期
間
　
修
業
期
間
の
全
期
間
が
対
象

　
※
支
給
期
間
が
２
年
→
３
年
に
延
長

■
対
象
と
な
る
資
格

　
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
保
育
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
准
看
護
師

　
※
１
年
以
上
修
学
す
る
資
格
（
調
理
師
や
製
菓
衛
生
師
等
）

　
※ 

本
人
が
仕
事
を
し
な
が
ら
資
格
取
得
を
目
指
す
通
信
制
の
利
用
も
対
象
に
な

り
ま
す

■
手
続
き
　 

事
前
に
福
祉
課
へ
の
相
談
が
必
要
で
す
。
相
談
の
結
果
、
対
象
と
な

る
人
は
申
請
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

inform
ation 

福
祉
課

▼
問
い
合
わ
せ　
福
祉
課 

こ
ど
も
係　
☎
75

−

６
１
１
８

▼
問
い
合
わ
せ　
市
民
生
活
課 

生
活
環
境
係　
☎
75

−

６
１
１
７
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